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○赤松委員長
　前原誠司君。

○前原委員
　民主党の前原でございます。
　古賀議員に続いて質問をさせていただきます。
　まず、防衛庁に伺いたいんですが、先ほどから答弁を聞いていますと、不審船についてはＰ３Ｃのパイロットが目
視をした、こういう話ですけれども、本当に偶然に見つけたのか、あるいは何らかの情報があって集中的にそこを警
戒監視していて見つけたのか、その点の違いを簡単に御答弁ください。

○首藤政府参考人
　今回のＰ３Ｃは、通常の警戒監視活動をやっている最中に目視したということでございます。

○前原委員
　いろいろな報道がありますし、また、それについては玉石混交の部分があるとは思うんですが、当初から、米軍に
よる情報があったとか、あるいは通信傍受を行う中で不審な発信源が近海に存在をするということの中でＰ３Ｃが特
別に重点的に捜すようにと言われていたという報道もあります。
　もう一度繰り返し聞きますけれども、全くそういうものはなく、通常の任務の中で、そういう前提条件の中で偶然
見つけた、目視をした、これはそのとおりですか。

○首藤政府参考人
　先ほどの繰り返しになりますが、通常の警戒監視活動の最中に見つけたということでございます。

○前原委員
　だから、そういうことの中身を聞いているわけです。
　前に情報があって、通常の警戒監視活動というのは、全く偶然に見つけたのかと聞いているんですよ。全く偶然な
のか、ある情報があって、通常Ｐ３Ｃは警戒監視活動をやっているわけですから、それで見つけたのか、どちらかと
聞いているわけです。
　通常の警戒監視活動という木で鼻をくくったような答弁でなくて、その中身を教えてください。

○首藤政府参考人
　防衛庁におきましては、常時、電波情報の収集を初めといたしまして、各種の情報収集活動をいたしております。
けれども、今お尋ねの防衛庁の電波情報業務の具体的な内容に係ってまいります御質問になりますと、他国に防衛庁
の情報関心でございますとか情報収集能力あるいは処理能力を明らかにすることになりますので、そして自後の効果
的な情報活動の支障となるおそれがございますことからいたしまして、大変申しわけございませんが、お答えを差し
控えさせていただきたいと存じます。

○前原委員
　そういうふうにある程度ニュアンスを伝えるような話をしてもらえれば、また全然質問の仕方が変わってくるわけ
です。
　なぜかといいますと、私は、今回のことについてはいろいろな教訓があるんだろうと思っているわけです。問題点
はどこかというと、つまり、捜査を始めたきっかけというのは、やはりある程度はっきりしておかなきゃいけないん
ですね。つまりは、今回のいわゆる捜査については、先ほど御答弁がありましたように、排他的経済水域における漁
業等に関する主権的権利行使等に関する法律と漁業法によって適用されているわけです。
　防衛庁のいろいろ情報収集の通信業務については、それはなかなか平場では言えないところがあるというのはよく
わかりますけれども、つまりは、結果的にその根拠となった法律は、排他的経済水域圏における漁業に関する法律で
あったり漁業法であったりするわけですけれども、本当に純粋な警戒監視を行っている中で目視をしてということで
は多分ないんだろうと思います。
　私も何年か前に那覇の海上保安庁に伺って、ＹＳ11で、那覇それから尖閣の周りを飛行機に乗りまして視察をさせ
ていただきました。そのときに海上保安庁の仕事は大変だなと思いましたのは、日本の国土というのは狭いですけれ
ども、領海とか排他的経済水域を入れると世界で七番目ぐらいの広さであって、特に南西のああいう諸島における海
域というのは物すごく広いんですね。台湾の密漁船なんかも頻繁にやってきて、それを海上保安庁が一生懸命追いか
けて追い出しているわけですよ。そういうものも数多く見させてもらいまして、海上保安庁の業務の大変さというも
のをそういう視察の中で私は感じたところなのです。
　一つポイントとして先ほど申し上げたのは、通常の業務の中で単に目視をしてたまたま不審船を見つけたというの
は、これはやはりおかしいわけです。もちろん、なかなかそういう秘に関するところについては言えないという部分
があっても、いろいろな情報がある中で、海上自衛隊がＰ３Ｃでそれを目視した。そして、後で聞きますけれども、
一隻じゃなくて複数あったのではないかという話もあるわけですよね。そういうことの中で、いろいろな船の写真を
撮って、そして持って帰って処理には時間がかかったというのが実際のところだろうというふうに、いろいろな方々
の話を聞いて私はそう分析をしています。
　そこで、もう一つ事実確認のために質問をいたしますが、不審船は一隻だったのか、あるいは複数あったのか、そ
れはどういうふうにとらえているんですか。防衛庁、御答弁ください。



○首藤政府参考人
　今回のＰ３Ｃが視認して、そして持ち帰ったデータから判断された結果、一隻であるということでございます。

○前原委員
　複数あるいは二隻だったという報道もありますが、もう一隻あるというような情報を得ていたのかどうか、その点
はいかがですか。

○首藤政府参考人
　今申し上げましたとおり、Ｐ３Ｃで視認した船が今回の一隻であったということでございます。
　なお、先ほど前原先生お尋ねになりました電波情報との関連で申し上げますと、先ほどお答え申し上げましたとお
りでございまして、防衛庁の情報関心あるいは収集処理能力を明らかにすることになるということで、御答弁を差し
控えさせていただきたいと思います。

○前原委員
　多分御答弁はそういうことになるんだろうと思いますし、これ以上は質問は突っ込んでやりません。
　ただ、私は、今後の教訓にしなくてはいけないと申し上げたのは、今回の法的根拠が漁業に関する法律であったと
いうことが一番大きな問題点なわけです。つまりは、今回の不審船が漁船の格好をしていなかった場合、不審船だけ
れども漁船の格好をしていなかった場合に、追いかけることはできますか、できませんか。

○縄野政府参考人
　排他的経済水域で適用されます漁業法七十四条三項の検査を忌避したということで私どもは追跡をしたわけであり
ますけれども、この検査は、漁業法の条項上は船舶となっております。漁業法の違反をしている疑いがあれば検査が
できるというふうに考えております。

○前原委員
　つまりは、漁業法違反であるかどうかというところが排他的経済水域の中での捜査の限界なわけですよ。
　根本的に言えば、本来、今回のような、なかなかはっきりはもちろん言えない部分はあるかもしれませんけれど
も、やはり、いろいろな交信をしていた、そして不審船だと断定をした、そしてＰ３Ｃが目視をした、そして不審船
が存在をするということを海上保安庁に伝達したということの中で、漁船の格好をしていて、そして今言われたよう
な法律に基づいては取り調べができたけれども、完全に漁業活動をしているんじゃないと間違わないような船だった
場合、仮にいろいろな無線交信をしていて確実に不審船で怪しいという場合についても、これは領海内でも今それを
取り締まれる法律はないでしょう。無害通航に当たらないのに、それを取り締まる法律はないでしょう。
　領海内と排他的経済水域内について、両方答えてください。

○縄野政府参考人
　お答え申し上げます。
　領海内あるいは接続水域であれば、漁業法以外の我が国の国内法令の励行という観点から、私どもが例えば停船を
命じて捜査をすることは可能でございます。
　ただ、排他的経済水域におきましては、沿岸国の主権が及ぶ範囲が漁業等に限られておりますので、我が国におき
ましては漁業法違反の疑いがある場合に立検をすることができまして、この船はこれを拒否いたしました。そこで漁
業法違反の検査忌避罪という現行犯、犯人になったわけでございます。
　そういう意味で、私どもとしましては、漁業法の違反がある場合には排他的経済水域においてこのような対応がで
きるものというふうに考えております。

○前原委員
　国連海洋法条約というのがあって、無害でない通航を取り締まることというのは、その国連海洋法条約に加盟をし
ている国は国内法として整備できるわけです。だけれども、例えば沿岸国の防衛または安全を害することとなるよう
な情報の収集を目的とする行為、これは無害通航ではないんですね。ないけれども、国内法が整備されているかとい
うと、整備されていない。
　つまりは、漁船に偽装して北朝鮮の船が、不審船がやってきたので、たまたまそれに当てはめて取り調べることが
できた。それはさっきおっしゃったように、排他的経済水域も一緒。しかし、仮に、例えばこのやりとりを聞いてい
て、漁船だから漁業法にひっかかるんだ、では普通の船でそういう活動をすれば漁業法にはひっかからない、こうい
う話になるんですよ、今の日本の国内法だったら。
　だからこそこの今回の問題についても、私から言わせると、やられた行為は結果として正しかったし、もっと厳し
く取り締まらなきゃいけないと思うけれども、かなり別件逮捕的な部分がありますよ。つまりは、情報収集をしてい
て漁船に偽装していたから漁業法というところで何とか法的な根拠は見出せたけれども、それ以外の船だったら法的
根拠がないじゃないですか。そうじゃありませんか。

○縄野政府参考人
　漁船というお言葉でございますが、漁業法違反をしている疑いのある船舶であれば、形はどうであれ漁業法違反の
疑いを持たれるような船舶であれば、私どもが漁業法に基づいて立検を求めることができますし、それを忌避すれば
検査忌避罪になるというふうに思います。
　ただ、今のお尋ねの点につきまして、御承知のように、日本は従来から、領海内におきましても外国船舶の取り締
まりにつきましては個々の行為類型に対しまして必要な取り締まりを行うための規定を個別に整備すべきだという基



本的な立場をとってきておりまして、このような個別実体法、つまり漁業法でありますとか、そういうケースケース
に応じて、その規制に加えまして、外交ルートを通じての対応、私どもの海上保安庁法の規定に基づく現場での指
導、そういうもので組み合わせて対応してきているというのが私どもの基本的なスタンスだというふうに承知をして
おります。

○前原委員
　いや、だから、さっきから言っているように、答弁は全く従来の繰り返しで、漁業法に違反をしているという疑い
が持たれない限りは取り締まることはできないんですよ、裏返して言えば。そして、先ほどおっしゃった領海の中で
も、国連海洋法条約で無害通航ではないと認められている行為についても国内法整備ができていない項目は幾つかあ
るんですよ。それは海上保安庁長官が一番よく御存じだと思いますよ。その法的な整備をどうしていくんですかとい
うことの問題提起をしているわけです。
　今回は、ある意味で、私からすると別件逮捕ですよ、これは完全に。漁船でないと言い張ったら、もし相手国が特
定されて、漁船だといちゃもんをつけただけじゃないか、漁業法で何で取り調べるんだということに向こうが突き詰
めたときに、本当に正当な回答ができますか。
　つまりは、何度も申し上げているように、情報収集の目的で来ている、あるいは他の目的で来ているということに
ついては、しっかり取り締まるような法律をつくらなきゃいけないんじゃないんですか。国連海洋法条約で認められ
ているでしょう。
　これ、だれに答弁してもらったらいいのかよくわからないんですけれども。外務省かな、それとも防衛庁か。

○赤松委員長
　縄野長官。

○前原委員
　いやいや、これは海上保安庁じゃないですよ。長官の範疇じゃない。国連海洋法条約だから、外務省、答えてくだ
さい。

○佐藤政府参考人
　ただいまの御指摘のポイントにつきましては、海洋法条約に基づく法的な体制の整備ということで国内法を整備し
てきているわけでございますが、今のその体制のもとで、どういった点が不足をしているかあるいは必要とされるか
ということについては、私ども今の時点で、私の方からは直接今具体的にきちっとしたお答えができません、まこと
に申しわけございませんが。

○前原委員
　済みません、気の毒でありました。
　扇大臣、今のやりとりを聞いていただいて、扇大臣は国土交通大臣でありますけれども、すべての政策の決定をす
る閣僚のメンバーの一人であります。
　今私が申し上げたように、排他的経済水域での取り調べというものについては、かなり私はグレーだと思っている
んですね。つまりは、漁業法にひっかからなかった場合は、今回は多分通信傍受ができていたとしても取り調べは
しっかりできなかったと思うんですね。ましてや領海内は、先ほど海上保安庁長官が御答弁されたように、いろいろ
もっと厳しい法律がある。無害通航でない項目というのは幾つも列挙されていて、しかしそれを裏づける国内法の整
備ができていない部分もたくさんあるわけです。こういうものは早く整備をしないと、私から言うと別件逮捕的な部
分ができてきて、そこを他国に追及をされるということになると、やはり主権国家としての体裁が保てないと私は思
うわけであります。そこの整備の問題についても閣僚としてお取り組みをいただきたいと思いますが、御答弁いただ
きたいと思います。

○扇国務大臣
　今大事なことを前原先生から御指摘いただいておりますけれども、もともと一九八二年、御存じのとおり海洋法に
関する国際条例というものを今まで日本は持っていたわけでございますけれども、先生がおっしゃいます排他的経済
水域というものに対して、一九九六年に私どもは日本として排他的経済水域というものを入れるということを設立し
たわけでございます。
　ただ、今先生がおっしゃいましたように、漁船なのか、漁船でない一般航行を取り締まることができるのか、こう
いうことでございますけれども、私は、領海警備に関する法制度というものの中に、少なくとも船名を記載しない、
あるいは旗を上げない、これを明快に示さない、どこの国の船かわからない船、そういう一見して不審船らしきも
の、どこの国の船であるか、船名がない、それから、漁船らしきものだけれども魚をとっている様子もない、かと
いって、どうも不審な行動で蛇行をしているとか、あるいは不審な停船事項があるとか、あらゆる面で海上保安庁と
しては、一義的に、自衛隊ではなくて海上保安庁の任務として、これに停船命令をしたり、あるいは調べさせてくだ
さいといって、乗り込みますよ、捜査に入りますよという警告も発することもできる。
　あらゆることで私は条件としては整っていると思っておりますけれども、今先生がおっしゃいますように、漁船と
しての不審なのか、あるいは通航上の船としての一般船の中での不審なのか、その境目はどこにあるのかということ
をおっしゃいますと、それは今の海上保安庁の任務の中でも、不審であると思ったときには停船命令もできますし、
そして乗船捜査もできますし、そういう意味では、今の海上保安庁の活動の中では、現段階では国内の水域であろう
と排他的経済水域であろうと私は海上保安庁の任務としてはでき得ることはあると思いますけれども、突き詰めて法
令として、世界じゅうに、この条項の何項によってということになれば、不審船というのは、ごまかすことが目的で
向こうはかかってくるわけですから、漁船の格好をしたり一般船の格好をしたり、どういう対応をしてくるかわかり
ませんので、そういう法的な整備というものは明快に突き詰めて、今回のことも教訓としながら、私は中谷長官とも



今後連絡を密にしてやっていきましょうというお約束もしておりますので、多くの教訓をこのように国会の場で御指
摘いただいたり、不備があるとするなれば、それは改正するように私どもしていかなきゃいけないと思っておりま
す。

○前原委員
　今の御答弁でさらなる努力をいただきたいんですが、要は、漁業法というところで不審船を捕まえるというのは根
本的に無理があるわけです。漁船に扮して来ているものについてはそれで取り調べができるけれども、これから堂々
と漁船じゃなく来た場合にどうするんだという話があったときに、できないわけですよ。だから、そこら辺の法整備
をしていかないことには、今後違う形で不審船が来たときには、日本は法を拡大解釈して何でも他の国を捕まえると
いうことになっちゃいますよ、逆に言えば。だから、その点については、今扇大臣が言われたように、法的な整備が
足りないと私も思っています。国連海洋法条約に認められた領海内での権利についても穴がいっぱいある。そのこと
については、しっかりやってもらいたいと思います。
　時間がないので幾つかポイントを絞って聞きたいんですが、先ほど扇大臣が、北朝鮮の工作船として確定していな
いということなんですが、これだけ時間がたって、そしていろいろな情報があるでしょうに、何で確定できないんで
すか。むしろ、今の時点で確定できていないことの方が政府として大問題じゃないですか。

○縄野政府参考人
　先ほどから御説明申し上げておりますが、例えばたばこのように、北朝鮮の平壌で製造されたもの、そういうもの
は幾つか揚がっておりますし……（前原委員「そういう話じゃない」と呼ぶ）それから、ハングル文字が記載された
例えばライフジャケット、そういうものも揚がっております。それから、遺体の解剖もしております。
　ただ、その製造地とか使用地が北朝鮮であるということが類推されても、この船の国籍が北朝鮮であるということ
を断定するところまでいっていないということでございまして、引き続き、揚収されたもの、これはきれいなものだ
けではございませんで、ばらばらになったものもございますので、そういうものを今整理し、私ども以外の、情報が
必要であれば、そういうところにもそれを鑑定に出して、それらの情報を総合的に勘案して、断定できるのかどう
か、作業をしているところでございます。

○前原委員
　海上保安庁長官の立場としては、それが精いっぱいだと思いますよ。
　情況証拠で僕は相手国を特定しろなんということを言っていないわけです。総合的な情報収集をした中で判断をす
べきことで、多分もうこれは特定できているんだと思うんですけれども、さっきから首藤さん、防衛局長が言われて
いるように、なかなか平場で言えない部分もある。でも、ここはネックですよね。そこは、国会の知る権利と、国会
での、委員会での議論というものを形骸化しないために、これはもう少し工夫をしなきゃいけないと思いますので、
委員長、ここの点は少し詰めて議論しないと、すべてシャットアウトされると核心の部分に入っていけないというこ
とがあるので、ちょっとそれは理事会で議論していただけませんか。

○赤松委員長
　はい、わかりました。

○前原委員
　ありがとうございます。
　公安の方にも来ていただいているので少しお話をしたいんですが、この工作船、不審船と前後して北朝鮮の工作員
が国内で活動をしているような情報があるのかないのか。あるいは、この間朝銀が破綻をいたしまして、そしてま
た、資金流用事件ということで朝鮮総連への強制捜索というものがありました。
　時間がないのでまとめて質問をいたしますが、あるテレビ番組で、朝鮮総連の元財政副局長をしていた韓光熙さん
という人がインタビューに応じて、私なんかが極めてびっくりするような発言をしているわけです。
　つまり、その内容はどうであったかというと、朝銀破綻の主要因は、朝鮮総連が朝銀を金庫として扱って、そして
架空融資を繰り返し行ったり返済見込みのない貸し付けを許宗萬責任副議長の指示のもとで行ってきたことだという
ことを具体的にテレビの前で述べているわけですね。しかも、朝鮮総連が朝銀から集めてきた金は、総連の組織運営
費用のみならず万景峰号などを使って北朝鮮へ送金されている、しかも、自分はそれを具体的に運んだこともある、
こういうことをテレビのインタビューの前で言っているわけですね。
　しかし、どういう取り調べが行われているかどうかは別として、その調査について進展がされているようなことが
見えてきていない。少なくとも、いろいろこういう、証人といいますか、証言をされる方々が出てきている中で、公
安当局はどのような捜査をしていて、そして今回の不審船の問題と関連があるのかどうか、その点も含めて御答弁を
いただきたいと思います。

○吉村政府参考人
　警察におきましては、昨年の秋以降に、破綻朝銀の経営陣に対しまして刑事責任を追及するという観点から、朝銀
東京、朝銀近畿等の元理事長、在日本朝鮮信用組合協会会長、元朝鮮総連中央本部の財政局長ら合わせて二十四人を
検査忌避、背任あるいは業務上横領により逮捕するなど、捜査を進めてきたところであります。その中で、平成六年
から十年にかけて、当時の朝鮮総連中央本部財政局長が、当時の朝銀東京の役職員と共謀の上、朝総連の使途に充て
る目的で朝銀東京の資金約八億四千万円を着服、横領していた事実を解明しているわけであります。
　委員お尋ねの報道を含めまして、朝銀をめぐりましては、その金の流れでありますとかあるいは口座の問題などい
ろいろな報道がなされているところでありますけれども、現在捜査中のものでもございますので、警察でいかなる事
実を把握してどのようなことをやっているのかということにつきましては、答弁を差し控えさせていただきたいと思
います。



　ただ、ただいまも申し上げましたとおり、これまでも各種の刑事責任を追及してきたところでございますので、今
後とも、違法行為があれば厳正に対処をしてまいりたいと思っております。

○前原委員
　簡単に御答弁いただいたら結構なのですが、今私が申し上げたような事実関係は認識をされているのか、それと、
先ほど申し上げたように、今回の不審船の問題と関係があると公安当局は見ているのかどうなのか、その二点につい
て御答弁ください。

○吉村政府参考人
　ただいま申し上げましたように、この捜査の中で、だれから事情聴取を行ったのか、あるいはどういう方針でやっ
ていくのかということにつきましては、恐縮でございますが、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
　後者の問題につきましては、別途、審議官から。

○上原政府参考人
　お答えになるかどうかわかりませんが、戦後約五十年ですが、警察としましては、北朝鮮の工作員絡みの諜報事件
を検挙いたしております。これらの事例から判断いたしますと、彼らは、我が国においては、対韓国工作の拠点とし
ての活動を我が国で行う、我が国に存在する在日米軍あるいは自衛隊に対する情報収集活動をやる、こういったこと
が言えようかというふうに思っております。
　それで、先ほどの不審船事案との関連というふうにお尋ねでございましたけれども、今回の不審船が、どこの国籍
を持って、どのような目的で来ていたのかというのは、現在、海上保安庁と合同捜査を鋭意展開しているところであ
るということをお答えいたしたいと思います。

○前原委員
　時間が参りましたのでこれで終わりにいたしますが、いずれにいたしましても、主権国家で、国民の生命財産を守
るという責務が我々にはあるわけです。早くその国を、もし外交的な配慮で特定していないのだったら、逆ですよ、
ナンセンス。早くに特定をして、国として主体的な行動をとるように結論づけるべきだと私は思いますし、先ほど扇
大臣が御答弁になりましたように、足りない国内法、いっぱいありますよ。だから、そこの整備はぜひしていただき
たい。また、私も、至るところでそれについては質問し、また提案もしていきたいというふうなことを申し上げて、
私の質問を終わります。
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